
 

 

『ツーリングプラン』が対象とならない走行について 

東日本高速道路株式会社 

 

（関越道・東北道・上信越道コースの例） 

 

例① 対象エリア内と対象エリア以外のインターチェンジ相互間の走行 

 

 

川口ＪＣＴ       西那須野塩原ＩＣ    仙台宮城ＩＣ 

 

川口ＪＣＴ-西那須野塩原ＩＣ分はコース料金に含まれます。 

西那須野塩原ＩＣ-仙台宮城ＩＣ分はコース料金と別途で請求となります。 

 

 

例② 対象エリア以外のインターチェンジ相互間の走行（首都高・外環道を含まない場合） 

 

 

横浜町田ＩＣ       あきる野ＩＣ        碓氷軽井沢ＩＣ       佐久ＩＣ 

 

途中、対象エリア内を通過しても、横浜町田ＩＣ‐佐久ＩＣの全区間がコース料金の対象になりません。 

 

 

例③ 対象エリア以外のインターチェンジ相互間の走行（首都高・外環道を含む場合） 

 

 

三郷南ＩＣ           草加ＩＣ        西那須野塩原ＩＣ      仙台宮城ＩＣ 

 

草加ＩＣ-西那須野塩原ＩＣ分はコース料金に含まれます。 

三郷南ＩＣ-草加ＩＣ、西那須野塩原ＩＣ-仙台宮城ＩＣ分はコース料金と別途で請求となります。 

 

 

新郷ＩＣ            川口ＪＣＴ        西那須野塩原ＩＣ      仙台宮城ＩＣ 

 

川口ＪＣＴ-西那須野塩原ＩＣ分はコース料金に含まれます。 

新郷ＩＣ-川口ＪＣＴ、西那須野塩原ＩＣ-仙台宮城ＩＣ分はコース料金と別途で請求となります。 

対象エリア外 対象エリア内 

対象エリア外 対象エリア内 対象エリア外 

対象エリア外（首都高） 対象エリア内 対象エリア外 

対象エリア外（外環道） 対象エリア内 対象エリア外 


